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1．はじめに

全国で市民によるまちづくりが活発に行われている。もちろん、まちづ

くりについては久しい以前から、その重要性が指摘され（奥田・大森・越

智・金子・梶田1982）、社会学においても豊かな蓄積が存在する。こう

した市民を中心としたまちづくりは、いまや市民活動の中心のひとつであ

るともいえるだろう。だが現在、新たに行政主導のまちづくりが活況を呈

しているように思える。従来、こうした参加民主主義の意義についても確

かに主張されてきた（松下1971）。それに加えて近年、公共性の転換の

観点から（Habermas　1990＝1994）、討議的デモクラシー（篠原2004）

の重要性が主張され1）、その流れのなか、行政運営においてコミュニケー

ション的合意を経由したまちづくりが、参加民主主義のための中心的課題

として浮上してきているのである。実際、社会学的な分析も存在するし

（今野1995，田中2002）、行政主導のまちづくりを積極的に推奨する論

考は後を絶たない（高橋2000，佐藤・高橋・増原・森2005，須田

2005）。いうまでもなく、そこで強調されているのは市民が中心となった

まちづくりであり、行政はあくまでも市民を支援するという態勢をめざす

まちづくりである。民意を行政運営に反映させるという観点からいえば、

こうした社会的動向はさしあたり望ましいものといえるかもしれない。
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　住民参加のまちづくりは、行政に対してもメリットがある。まず第1

に、市民参加のまちづくりによって民主主義的態度を表現することができ

る。その積極的な推進は自治体のPRともなる。逆に、ほとんどの自治

体が取り組んでいる現状を鑑みれば、むしろ、そうしないことは民主主義

的志向からの脱落を意味することになるだろう。また第2に、ブレイン

を外部に持つことができるというメリットがある。議会制民主主義といっ

て、政策の立案は圧倒的に行政によって担われてきたことはいうまでもな

い。だが有能な職員を集めたとしても、そのアイディアにも限界があろ

う。同じ職場という環境にいる者のなかでは新たな発想も生まれにくいか

もしれない。シンクタンクを委託することもできるが、資金を出す委託先

の期待に沿って答申を行うという恐れもある。その点、不特定多数の住民

であれば、遠慮は相対的に減少するだろう。少なくとも、すでに行政が発

想しているアイデアであったとしても、そこにプラスアルファが付け加わ

る可能性はある。さらに第3に、市民の討議自身が調整の意味を持って

いるということである。すなわち、議会で決定した行政の執行は住民との

利害が絡んでくる場合、説得、調整が必要である。もし、最初からその施

策が住民の発案であるとすれば、住民との新たな調整は発生しない。もち

ろん、討議するのはすべての住民ではない。しかし、積極的な市民をあら

かじめメンバーに集めておくことで調整は比較的スムーズにいくだろう。

　このように行政主導だとはいえ住民が参画するまちづくりには住民、行

政双方にとってメリットがある。だが、いうまでもなく、問題や課題も生

じる。まず第1に、こうしたまちづくりが住民参加の形をとりながら結

局、行政の思惑通りのまちづくりになってしまってはいないか。住民参加

という形態は、それだけで行政の強力なアカウントを形成してしまう。第

2に、代表性の問題がある。いうまでもなく間接民主主義は、議会の決定

により運営される。その住民の代表者の決定は、任意の代表である市民の

見解とどのように整合性をもつのか。また、もたない場合はどうするの

か。第3に動員の問題がある。現在、行われているまちづくりは、多く

は市民のボランティアで賄われている。確かに有志の住民が市民として自

らのまちを設計していくことは、悪いことではなかろう。だが、もし行政
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が主導するということになれば、それは無償労働の動員ということにはな

らないのか2）。

　本論文では、こうした問題点について大阪市住之江区の「わがまち会

議」を事例として具体的に検討してみたい。そのことで現場ではこれらの

問題は実際にどのように扱われているのかを明らかにし、行政主導のまち

づくりにおいて行政が、ひいては研究者が留意しなければならない点を明

確に提示したい。データとしては主に、この会議について住之江区が発行

した資料と、オブザーバーとして参加していた私自身の参与観察による知

見を参照にする。あらかじめ本論文の構1成を述べておこう。次節ではまず

私が参与観察を行った大阪市住之江区の「わがまち会議」の概要とその結

果を簡単に紹介することにしよう（2節）。その上で、すでに述べた3つ

の問題点について具体的に吟味していくことにする。すなわち、まず行政

が主導するまちづくりにおける調整のメリットに注目しつつ、そのことが

逆に、行政の誘導を可能にしてしまう点を明らかにする（3節）。次に市

民の代表性の問題を検討するために、「わがまち会議」の参加者たちの代

表性について、予算の問題を含め考えることにする（4節）。さらに、行

政主導のまちづくりが住民の動員を結果してしまう危険性が存在する点に

ついて検：討したい（5節）。最後に、こうした問題点を基に行政が主導す

るまちづくりが留意すべき課題を提示することにしよう（6節）。

2．「わがまち会議」の概要

　本節ではまず、本論文の事例である大阪市住之江区が実施した「わがま

ち会議」の内容とその成果をごく簡単に紹介したい。そのことで、この

「会議」の特徴を明らかにし、次節以降の分析の準備作業を行うことにす

る。

　「未来の住之江わがまち会議」は、2004年に大阪市を構成する24区が

それぞれ個別に始めたまちづくり会議のひとつである。大阪市が全体のデ

ザインを設定しているが、その内容については各区における裁量に任され

ている。広報も個々のホームページを使うなどして、統一性はない。この

77



行政主導のまちづくりの功罪

統一性のなさは、一貫性のなさを表すかもしれない。しかし、地元の特徴

を配慮するという点で、地元密着型を重視した結果といえるだろう。

　「市民が行政の政策形成過程に直接的または間接的に何らかの影響を与

える」（佐藤2005：12）市民参加について佐藤徹は、行政アプローチ型と

市民アプローチ型の2つに分類を試みている。いうまでもなく、この会

議の場合「行政が市民に参加を呼びかけ、市民がこれに応じて参加する」

（佐藤2005：13）行政アプローチ型である。本論文の言い方でいえば、行

政主導の会議である3）。

　この会議は、2004年9月12日から2006年2月20まで14回に渡っ

て行われた。その目的は「区民のみなさんが主役となって身近な視点、生

活者の視点からみたまちの魅力や課題を抽出し、区の将来像、市民全体で

取り組むべき活動の方向性をとりまとめる」とホームページに掲載されて

いた。委員総数は39名で、内訳は年齢が20代11名。30代4名、40代

4名、50代11名、60代5名、70代4名、性別は男24名、女15名、居

住別では住之江区内32名、区外7名（うち大阪市内2名、市外5名）で

ある。またコンサルタントとして、シンクタンクである都市文化研究所の

スタッフ6名が参加し、会議の進行を行っていた。

　会議は、次のように進められた。前半では、歴史、福祉、環境をテーマ

とする10名程度のグループに分かれ、まず住之江区の長所・短所を抽出

し、さらに現状を把握するため区内において引数カ所ずつの視察が行われ

た。そのあと、グループごとに提言の方向性が話し合われ、中間発表が行

われた。後半の第8回から14回では、総合計画のグループが新たに設置

され、合計4グループで提言のための具体的検討が行われて、提言案が

まとめられた。その提言案が公表され、2006年の1月16日から2月6

日まで意見募集が行われ、それらの意見を盛り込みつつ最終的な提言が策

定された。

　この提言案について、3月20日に公開のフォーラムが開催され、その

内容が「住之江区わがまちビジョン」という冊子にまとめられた。この冊

子を元に、以下で2年間に渡る成果を部会ごとに簡単に紹介しておこ

う。

78



　　　　藤　谷　忠　昭

未来の住之江　わがまち会議日程

第1回 2004．09．12．　自己紹介、今後の進め方について検討

第2回 2004．10．18． 現状（まちの良いところ、困ったところ）把握

第3回 2004．11．23． まちづくり情報マップ作成

第4回 2004．12，18．

@　12．20．

グループごとにタウンウオッチング

第5回 2005．01．17． まちづくりの方向性づくり1

第6回 2005．03．07． まちづくりの方向性づくり2

第7回 2005．05．20， 中間とりまとめ案の検討

わがまち情報交換会（2005．05．28．）

第8回 2005．06．22． 情報交換報告

第9回 2005．07．21． 具体的な取り組みの検討1

第10回 2005．08．30． 具体的な取り組みの検討2

第11回 2005．09．29． 具体的な取り組みの検討3

第12回 2QO5．11．11． 具体的な取り組みの検討4

第13回 2005，12．15， 意見募集を行うビジョン案について

わがまちビジョン案の公表・意見募集（2006．01．16，～02．06．）

第14回 2006．02．20． 意見募集のビジョンへの反映

（「住之江区わがまちビジョン」に基づいて作成）

　　会議の様子
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【総合計画】

　区政全般を見通したこの部会で、とりわけ注目されたのは災害対策であ

る。住之江区は海に面しており、東南海地震など太平洋における地震時の

津波による浸水の問題が指摘される。同部会では、こうした防災のため

に、「個人で対処すること」「地域（連合町会単位）で考えること」「区役

所と協議して進めること」「市役所、国土交通省近畿地方整備局、大和川

河川事務所などと話し合うこと」などが具体的に提示された。また、それ

らの取り組みを支援する組織として「住之江区防災フォーラム」の設置を

提言している。

【歴史】

　歴史・文化をテーマにしたこの部会では、地域の歴史文化的資源の活用

に焦点が当てられた。具体的には加賀屋甚兵衛の邸宅後である加賀屋緑地

で、新たに寄席、雅楽のコンサート、月見会などのイベントを開催するこ

とを提言している。また区内の多様な団体のネットワークづくりを支援す

るため、データベースとして「住之江のまちアドレス帳」の創設が提言さ

れている。

【福祉】

　福祉をテーマとしたこの部会では、福祉の視点からの住之江公園の整備

が主要な内容となった。そのなかで、高齢性、障がい者、児童のふれあい

の場にするためにふれあい喫茶などを設置すること、公園の出入りのため

にバリアフリーを徹底すること、植栽の勢定などで見通しをよくして安全

な交点とすること、管理運営に区民が参加する仕組みをつくることなどが

提言されている。

【環境】

　環境をテーマとしたこの部会では、自然とふれあう具体的方法としてベ

ンチの設置が提言の主な内容となっている。まず公園や商店街などS字

型、ドーナツ型、波形ベンチを設置し、休憩、おしゃべりの場とするとと

もに、駐輪防止策として活用する。また、河川に可動式の円形ベンチを設

置し、環境改善の関心を高める。そのベンチの具体的デザインは、部会の

話し合いのなかで決定された。

80



藤　谷　忠　昭

　以上のような経過でこの会議においては、行政が呼びかけコンサルタン

トが先導しながら市民が自らの地域についての提言を作成したことにな

る。さて、その内容から1節で述べた課題との関連で、どのような知見

が得られるのであろうか。本論文の目的は、個々の政策を深く掘り下げて

吟味することではなかった。むしろすでに述べたように、こうした提言に

至る過程に焦点を当て、その一般的な課題を明らかにすることが目的であ

った。その目的のため次節からは、この事例に基づいて具体的な分析を進

めていくことにしたいと思う。

3．行政のもつ既存のネットワークの活用

　前節では、大阪市住之江区における「わがまち会議」を事例に行政が主

導するまちづくりの実態について見てきた。以下では、1節で挙げた3つ

の問題点について順次、具体的に見ていくことにする。まず本節では事例

に基づきながら、行政主導のまちづくりのメリットに触れつつ、そのメリ

ットが逆に会議の結果を行政的な結論に誘導してしまう可能性について考

察してみたい。

　今回、参与観察を行って改めて感じたことは、行政が主導するまちづく

りにおいては、行政にすでにストックされているネットワークを十分に活

用しつつ、まちづくりを進めることができる点である。このメリットにつ

いては、1節でもすでに述べたが、ここで改めて事例に沿って見てみよ

う。住之江区において、ある同じ施策でも学校区、町会、連合町会、社会

福祉協議会などが重層的に行っている。学校行政、地域行政、福祉行政と

いったように、行政の縦割りに合わせて地域の行動も縦割りになっている

ということができる。その重複をなくす、あるいは同じことを協力して行

うことが、効率の面からも効果の面からも重要であろう。もっとも縦割り

は行政組織の特徴に起因しており、抜本的な対策が望まれることはいうま

でもない。だが、さしあたりここでは、こうした現状のなかで何か行うと

すれば、関連するすべての団体と調整しなければならないという現実が存

在する点を踏まえておきたい。もし、それを一から住民が行うとすれば、
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大変な労力が必要となるだろう。とりわけ今回のテーマで、行政の持つネ

ットワークが有効であったと思われるのは災害対策である。

　住之江区は大阪湾に面しており、もし地震による津波の場合、どのよう

に対処できるのかという点が、総合計画班で話し合われたことはすでに述

べた。まず、その話し合いにおいては、大きな津波が押し寄せたとき住之

江区の被害はどのようになるのか、また津波対策はいまどのようになって

いるのか、といった現状が報告された。たとえば現在は津波時において3

階以上の住人は待機、1階、2階の住人は小学校に避難することになって

いる。しかし、どこの小学校へ避難するかは明確ではない。このような具

体的に調整の必要な課題が残されていると会議では指摘された。こうした

課題に対して、低層住宅居住者の把握や、障がい者、寝たきりの要介護

者、一人暮らしの高齢者の避難態勢などについては、連合町会単位で検討

されることになった。防災教育の取り組みや、避難先の小学校などから遠

隔の居住者、住之江区を職場とする人が近くの中高層建築物に避難できる

協定などは、区役所が中心になって進めることとなる。また区内の大和川

堤防の耐震強化や、海岸沿いの高規格堤防の計画などについては、大阪市

や国土交通省との話し合いが求められる。これら諸機関との交渉には、も

し住民が単独でまちづくりを進めるならば膨大な労力が必要であろう。し

かしながら、住之江区がまちづくりにかかわっていることによって、その

労力はかなり低減するだろう。むしろ、その調整は住之江区自身の業務に

なるという結果となろう4）。

　このように行政にストックされた既存のネットワークを使えば、ある施

策を実現するための調整はスムーズに行く。縦割りである責任が行政であ

る点に目をつむれば、いまの段階では災害などの広域行政などには、行政

主導のまちづくりは、とりわけ有効であるといえるだろう。

　ところが注意しておきたいのは、こうした行政の既存のネットワークの

活用はメリットであるが同時に、デメリットともなる点である。確かに全

体の合意を得るために、既存のネットワークは貴重な社会的資源である。

しかし調整しやすいということは、逆に言えば独創的な見解が提示される

前に、調整されてしまう、先進的な見解は調整の段階でつぶされてしまう
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ということでもある。さまざまなネットワークが存在するゆえに、さまざ

まなアクターの利害を損ねないようにすることは行政に要求されることか

もしれない。しかし、その結果、当初は奇抜である市民の創意も提起され

るとき角が取れた内容になってしまうかもしれない。そのことは、すでに

挙げたパンフレットからも推察できる。様々なところに目が行き届き、

様々な関係者に配慮した結果となっている。しかし逆に言えば、どこの自

治体のものかそれほど明確ではない、金太郎飴的なまとめになってしまっ

ているように見える、といえば言い過ぎであろうか。

　こうしたデメリットは、すでに述べたコンサルタントへの委託とも密接

に関連していると考えられる。この会議においても、市民が主役であった

ことはいうまでもない。しかし資料の作成、中間発表の内容、他の住民か

らの要望の取り入れ、冊子の作成など、あらゆる点でコンサルタントが案

を出すという手法がとられていた。もちろん、さまざまな経験を得た専門

家の先導が、ノウハウに通じない市民にとって役立つ点は否定できない。

しかし逆に豊富な経験、すなわち他の自治体などでの同様の作業での経験

が、差し障りのない結果を生み、強烈な個性のある施策をかき消してしま

う面もある。その主導は偏りのなさを志向する行政の、ある種の直なかれ

主義と連動してしまう可能性も存在するのである。森賢三は市民参加会議

における行政職員を「地域経営のコーディネター」と位置づけ、サポータ

ーとしてのコンサルタントにもコーディネーターの役割を期待している

（森2005：77－8）。確かに、この会議でもその役割が見事に果たされてい

た。しかし見事に果たされたゆえに、まさに、その役割の逆機能をもま

た、この事例に読みとることができるのである。

　住之江区のような大都市における自治体では、そもそもあるひとつの利

害によって、まちづくりは起こりにくいのかもしれない。いうまでもなく

都市における多様性自体は、悪いことではない。だが、そのことは人々の

意思が一枚岩にはならないことをも意味する。だからこそ、まちづくりを

行政が主導し、さまざまな人々に目配りをし、結局、当たり障りのない結

果になってしまう。それは地元の個性の喪失でもあり、その争点は個別の

住民運動にもつながりにくかろう。したがって、それほど大きな変革はこ
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うした行政主導のまちづくりでは期待できないということである。

　では、これらのデメリットを解消する方法はあるのだろうか。いくつか

の処方箋の有効性を吟味してみることができるかもしれない。たとえばコ

ンサルタントを外すとか、自発的な参加国の意見を行政が調整をしないと

か5＞、あるいは、その限界を鑑み一層のこと行政主導のまちづくりなど止

めてしまうという主張も可能かもしれない。しかし、そうすれば逆にメリ

ット、すなわち出された提言に関する調整が相対的にスムーズに進むとい

う利点を失うことにもなる。ここでは、むしろ行政の既存のネットワーク

によって調整のし易さが生み出されるメリットと、逆に調整されてしまう

というデメリット、この2つが背中合わせで共存している点を確認して

おくことにしたい。

4．代表性のためのアカウント

　前節では事例に基づきながら、行政主導のまちづくりの調整をめぐるメ

リットとデメリットについて検討してきた。では、そもそもそこに参加す

る有志の市民にどのような代表性があるのだろうか。行政が直接コミット

しない市民活動であれば、代表性は問題にならないであろう。しかし行政

がコミットする、さらには主導する場合、議会制民主義の原則に対する説

明の義務が生じる。そのため、この会議でも幾重もの工夫が凝らされてい

た。この代表性の問題に焦点を当て本節では、会議を構成する市民の選出

方法や会議の進行過程、また予算執行などについて、事例に沿い吟味して

みたい。

　いうまでもなく議会を帝城する議員は選挙で選出され、そのことで代表

性の正当性が保たれる。では、行政主導のまちづくり会議を構成する市民

たちは、どのように選出されるのであろうか。担当者の話によれば、今回

の会議の場合、市民39人目うち約3分の1は公募に対する応募で決定を

した。残りは、すでに同区に存在する他の市民会議や福祉関係の団体など

に声を掛け集めたという。筆者の勤務先である大学にも依頼があり、数名

の学生が参加した。なるほど約3分の1の市民は、さしあたり自主的に
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参加したということができる。しかし残りの参加者はもちろんのこと、公

募に応募した者についても、これだけでは代表性が保たれているというこ

とは必ずしもいえない。では、会議に正当性はないのだろうか。

　このように、その選出方法に問題が残ったとしても、政策の決定過程が

開放的で、十分なチェックが行われていれば、その見解の偏る危険性を減

少させることができるかもしれない。この会議の場合、その進行過程はど

うであったのだろうか。この点について見ていこう。まず、この会議には

オブザーバーとしての参加が許されていた。その参加者の人数は毎回、私

を入れて2、3人というところであった。なかには大阪市の関係者も多

く、一般市民が大挙して見学に来たというわけではない。だが加えて、こ

の会議では、その成果の一般的な吟味の機会が設けられていた。すなわち

会議によってまとめられた結果は、すでに述べたように1月から2月に

かけて3週間、広報紙を通じて他の住民に周知され、会議の結果に対す

る意見が募られた。会議の内容の報告されたパンフレットも、区役所、ス

ポーツセンターなど計6カ所に設置され、その結果、5件のコメントが寄

せられた。また、このパンフレットがきっかけで、次の会議にオブザーバ

ーとして参加した住民からの意見も開陳された。それらの意見は吟味さ

れ、最終的な報告の内容に盛り込まれている。

　さて、その内容や意見の扱い方の吟味がここでの課題ではない。むし

ろ、こうした手法によって、一般の住民によるチェック機能が十分に果た

されているといえるのかどうかという点を考えてみたい。確かに形式的な

要件は揃っている。より広い範囲への周知に対する努力はなされている

し、来た要望は結果に反映もされた。「公開するということは皆がそれを

利用することではない。誰でもが目を通し利用できる機会が提供されるこ

と」（池田2000：192）だとすれば、住民は内容をチェックすることがで

きる仕組みにはなっていた。その利用数の少なさは、ほとんどの住民がそ

の権利を放棄したとみなせば、問題ないのかもしれない。しかし、やは

り、その数からいって多くのオーディエンスの参加を得たまちづくりであ

ったとは必ずしもいえないし、少なくとも、そのチェック機能は代表性の

問題をクリアするほどに十分な状況であったとはいえないだろう。
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　このように参加者の募集、あるいは会議の進行過程を振り返れば、それ

だけで代表性の問題はクリアされているわけではない。もし、その決定が

必ずしも代表性を保証していないのであれば、その決定過程、またその決

定に基づく予算執行は、十分な正当性を持たない。

　こうした問題が見越してか、今回の会議では予算執行について次のよう

な方法が取られていた。すなわち大阪市は今回の会議における計画の実行

について原則的に予算を付けない、という方法である。いわば行政はあく

までも調整役であり、議論の結果、その執行を担うのはボランティアの市

民自身だというスタンスである。確かに、そうすれば行政は労力は使う

が、財政的な負担はほとんど必要ない。計画の実行に予算措置が原則的に

かからないのであれば、この市民の決定は議会の予算権からは相対的に解

放されることになる。したがって本節の主題である議会制民主主義に対す

る説明の必要性は薄れるということになるだろう6＞。もっともゼロではな

い。この施策を実行する職員の人件費は必要だろうし、コンサルタントに

対する謝礼も要るだろう。また、会議で使用する消耗費も当然かかる。各

種パンフレット代も必要である。したがって完全に議会の予算の問題を手

放しでクリアしているわけではない。だが、それらは事前に議会の承認を

得ることもできる7）。確かに、この方法であれば、代表性をめぐる予算の

問題はごく限られたものになるだろう8）。

　このように代表性の問題をめぐって、この会議では一部の市民による政

策の実行に2つの工夫が凝らされていた。第1に、他の住民の意見を反

映する機会を設けている点である。第2に、提起された計画の実行を市

民の自主性にまかせることにより、予算を極小化している点である。この

2つの点は、代表性についてのアカウントを相対的に容易にするといえる

かもしれない。けれども、この2つの点は他の問題を惹起する。すなわ

ち、まず第1に住民にこうしたまちづくりへの関心が低いにもかかわら

ず、そもそも行政が主導する必要があるのかどうか。また第2に、そう

して導き出された計画を、再び市民の自主性に任せるとしている点に問題

はないのかどうか。この2点である。
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5．自主性か動員か

　心から住民が求めているまちづくりであれば、住民が発案し、場合によ

っては行政を巻き込むということになるだろう。実際にそうしたまちづく

りの例が多いことは、ここで改めて事例を挙げるまでもない。もっとも必

要であったとしても住民から発案が起こらない場合もあろう。したがって

行政主導のまちづくりは必要なのかもしれない。しかし、もし行政の業績

のためだけに、多大な労力をボランティアで住民に強いて、「お節介」な

施策を展開するということになれば問題である。本節では、行政主導のま

ちづくりにおける、3つめの問題点、すなわち需要のないところに行政が

課題を生み出し、それを市民という住民に課すことになりうるという危険

性について、会議iへの参加、提言の内容、提言の実行の3つの観点から

事例に沿い考えておきたい。

　第1に、この会議においては、それぞれの段階における参加に自由意

思が十分に配慮されていたのであろうか。この点から検討してみよう。募

集については自由応募を原則としながらも、関係団体に声を掛けて集めら

れたということはすでに述べた。ここに確かに問題は残る9＞。だが、その

後の会議の参加は極めて自由であった。名簿には39名の名が連ねられて

いる。しかし実際、会議への参加は毎回、半数程度であった。そのことは

参加が少ないという問題を示しているともいえるが、逆に、参加したくな

ければ参加しなくてよい自由が保証されていたとみなすこともできるだろ

う。実際、住之江区の勧誘で私の大学から参加した学生の出席率もはかば

かしくなかった。だが、そのせいで工められることはなかった。つまり募

集の段階で行政の呼びかけがあったとしても、その後で脱退することは自

由だったのである。では、実際の参加者は、どう感じていたのか。この会

議への参加に大いに意義を感じているという参加者の声があった。しかし

一方で義務感から参加しているという声も、ある参加者から聞いた。こん

な労力を割いて、来るのは大変ですと、その参加者は言った。呼びかけで

集められたからには確かに、そういう参加者も存在するだろう。だが義務

87



行政主導のまちづくりの功罪

感からであったとしても少なくとも、もし本当に来たくなければ来なくて

もよい自由は保証されていること、このことを行政はもっと強調すべきだ

ったのではないか。それでも参加するのなら、その参加者にとって参加に

なんらかのメリットがあると推測もできるのではなかろうか。

　第2に考えておきたいことは、提言の内容において住民の動員に結び

つく点がなかったかどうかである。この点について気になったのは災害対

策に関しての議論である。災害対策について広域での対応が効果的である

ことはすでに述べた。それが、行政の主導するまちづくりのメリットであ

ると述べた。普段からの連携が大切だと行政はいう。確かに実際、災害が

起こったとき、なぜ行政は普段から対策を打っていなかったのかという批

判が起こる。したがって重要で、必要な準備だと思う。ただ一方で、こう

した対策の徹底が災害を奇貨としてコミュニティを造成するための住民の

動員へと導く可能性がある点は踏まえておく必要があるだろう。とりわけ

災害対策の場合、住民全員の動員ともなる。こうした点にリスクを「脅

し」として、コミュニティ醸成の突破口にしょうとする行政の無意識の志

向を読み取っておく必要があるのではなかろうか。もしリスクのための連

帯ではなく、連帯のためにリスクをというのであれば本末転倒である。連

帯が目的となり、利点が後からついてくるのではなく、利点のために最小

限の連帯が目指されるべきであろう。

　第3に考えておきたいことは、会議の決定の実行については誰が責任

を持つのかという点である。この会議における提案の実行が、行政にでは

なく市民に委ねられることはすでに述べた。たとえばベンチなどの設置や

公園のバリアフリー化などのハード面では、住之江区によって予算化され

るが、加賀屋緑地でのイベントの開催、地域防災の取り組みなどのための

労力は市民のボランティアに任されることになっている。では、もし、そ

うした取り組みが行われないとなると誰のいったい責任になるのだろう

か。また、そうした取り組みが義務によって市民によって賄われるとした

ら、何によって市民は報いられるのであろうか。会議においても義務的に

出席している参加者がいたことは、すでに述べた。したがって、それらの

提案は、何かを決めなければならないという切迫感から出されたものかも
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しれない。たとえそうでなくとも、まちづくりに熱心な参加者によって出

された計画を、会議に参加しない者たちにも課すとすれば、それは労力の

無償の動員にあたるといわざるをえない。

　もっとも強制力がなければ、その後のまちづくりの内容の実現は保証さ

れるのだろうかという疑問は浮かぶ。この点を解決する方法は少なくとも

2つあるように思う。まず第1に、それらの計画を是が非でも実現しなけ

ればならないという考え方を捨てるということである。確かに予算と労力

をかけて完成された計画は、実現されることに意義をもつ。しかし、いか

にそうであれ少数の選ばれた市民の決定を他の住民に押しつけることは正

当ではない。あっさりと諦めるべきではなかろうか。また第2に、それ

でも計画を実現するというのであれば、ボランティアの市民が担うのでは

なく、それらの施策はやはり行政が中心になってやるということであ

る10＞。もちろん予算は新たに要求しなければならないであろう。計画の

うち予算がかからないものに限定して実現するというように、計画を縮小

してもかまわないだろう。ただ、それでは市民ボランティアの育成になら

ないのではないかという反論も起こるかもしれない。だが、そうした観点

こそ、労力の無料の動員というべきものではないか。

　このように本節では事例に沿いつつ3つの観点から、行政主導のまち

づくりにおける動員の問題について指摘した。もし、まちづくりの推進と

いう世の流れのなかで、まちづくりについての施策が次々に打ち出され、

勤勉な職員は職場での業績達成のために、その必要性をいちいち吟味する

こともなく施策を進め、住民のためという謳い文句の下、市民に労力を課

し、まちづくりの業界だけが潤うというのでは、最悪のシナリオである。

また、その会議の後、そこで出された計画の実行に行政が責任をとらない

のであれば、ありもしない需要を喚起し、必要もない労力を市民に無償で

強いているのではないかという疑問も払拭できない。すなわち、もう一度

まとめておけば、①まちづくりへの参加者の募集や出席において、②提

示された計画の内容において、③計画の実行において一それらのそれ

ぞれに動員のリスクが伴う。行政の業績のために住民が利用されてはなら

ないことはいうまでもない11）。
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6．デメリット回避のための緊張感の持続

　本論文では、大阪市住之江区の「わがまち会議」を事例に行政主導のま

ちづくりの問題点について考えてきた。自治体において、まちづくりがブ

ームになっている現在、勢い、まちづくりに関連する施策を展開しなけれ

ばならない状況なのかもしれない。そのこと自体に問題があるのではな

い。たとえ社会的圧力からであったとしても、そうした施策自体が存在す

ることは悪いことではない。むしろ、その中身がよく、結果がよくなけれ

ばならない。こうした自治体の動向が一過性のものではなく、永続的なも

のであり、単なるポーズではなく実質的な結果をもたらすことが求められ

よう。

　行政主導のまちづくりは仕組み上、最初から行政と親和的である。事例

に沿って見てきたように、それゆえにこそ、実行性の高い提言も可能であ

った。しかし同時に、そこには問題点も含まれていた。本論文で、それら

の問題点を3つの側面から指摘した。もう一度、簡単に振り返っておこ

う。

　第1の問題点は、こうしたまちづくりが住民参加の形をとりながら結

局、行政の思惑通りのまちづくりになってしまっていないかという点であ

った。この点については、とりわけ行政のもつ既存の社会的ネットワーク

に焦点を当て分析した。行政の持つネットワークを活用すれば、調整はス

ムーズになると同時に、大胆な市民の発案で行政を含む既存の制度の反対

を押し切り、新しいまちづくりを実現してしまうといったダイナミズムは

期待しにくい。つまり、全く新規の社会的変化に結びつくことは難しいで

あろう。場合によっては、行政の施策を行政や議会が決めるのではなく市

民自らの決定という直接民主主義的な手続きを実現するだけという結果に

とどまることが多いかもしれない。行政の資源を活かして多方面との調整

が容易であるという、まちづくりにおけるメリットと裏腹に、逆に行政や

コンサルタントによって調整されてしまい、提言自体の個性が削り取られ

てしまうというデメリットが存在するのである。
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　第2の問題点は、任意の代表である市民の見解はどのような代表性を

持つのかという点であった。その見解に行政がコミットする場合、議会制

民主義の原則に対する説明の義務が生じる。そのために事例では、参加す

る市民の募集、情報の公開、他の住民からの意見の募集、予算措置などに

おいて工夫が凝らされていた。確かに形式的には、それらの工夫によって

市民の代表性が保たれていたともいえる。しかし、参加者の応募人数が少

ないので関連団体に行政が声をかけたり、他の住民からの意見も絶対数が

少なかったりするなど、実質的には必ずしもうまく機能していたとはいえ

ない。

　第3の問題点は、市民のボランティアの活用が無償労働の動員になら

ないのかという点であった。この点については、市民の募集、会議の参加

などで参加者の自主性は保証されていた。しかし、提案された施策につい

て市民のボランティアに任せるという点に問題が残っていることを指摘

し、この点についてもまた市民の自由に任せ、それでもやるべきだと思わ

れることで実行されないものは行政が改めて予算請求をすべきだというこ

とを本論文では主張した。

　ではこうした問題点が存在するゆえに、事例のような行政主導のまちづ

くりに否定的評価を下すべきなのであろうか。そういう論者も多いかもし

れない。だが、それではこうしたまちづくりのメリットは実現されない。

むしろ施策を止めることではなく、問題点の存在を自覚した上で実行する

ことが重要だといえるだろう。より多くの頭脳を使えば、新たなアイディ

アの出てくる可能性が高まることは確かである。たとえ出来合いの結果に

終わったとしても、まちづくりに市民的観点を入れることは重要でもあ

る。要するにメリットを最大化し、デメリットを最小化するような施策の

展開が必要だと考えられるのである。その際、われわれのすべきことは、

こうした行政主導のまちづくりが、とりわけ行政の善意から誤った方向へ

進まないように注意することである。

　そのためには発想の転換も必要である。たとえば2つめの代表的の問

題、3つめの動員をめぐる問題の要因は、住民の関心の低さ、また参加に

対する動機の弱さにもある。この点について、さらに広報に努めるべきな
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のかもしれない。しかし、むしろ多くの参加を得たまちづくりを絶対条件

とするのではなく、参加民主主義に興味がなければもちろん、たとえ関心

があったとしても、そもそも参加する者は少ないのだという点を自覚し前

提とすることの方が重要だと思う。こうした点は別に行政単独の責任では

ないし、覆い隠す必要もない。無理をすれば、やはり住民の動員となる。

パターナリズムに陥らないように留意しながら、無理のない結果を望むこ

とが求められているのではなかろうか。十分に機能しているとはいえない

かもしれないが、市民がその気になれば参加できるという通路は今後も低

額の予算で維持することが必要であると考えられるのである12）。

　以上のように本論文では、行政主導のまちづくりについて事例に基づき

検討し、行政主導のまちづくりにおいては、①既存のネットワークによ

る調整によって提言が行政寄りになってしまう可能性のある点、②参加

する市民の代表性についての根拠を示すことが難しい点、③提言の実現

を市民のボランティアに委ね過ぎることは無償労働の動員になる点一に

ついて、行政自身がいまよりさらに注意深くある必要があり、外部的批判

もさまざまな形で継続させていく必要があることを指摘した。これらは解

決されるものではなく、むしろ行政はもちろんのこと、参加する市民、ま

た研究者も緊張感をもって留意する点なのである。どちらかというと批判

的に論じてきたが、会議の進行には一貫して誠実さを感じた。しかし、そ

れゆえにこそ、いま一度、注意力を喚起し、改めて問題の焦点を整理する

のが本論文の趣旨であった。

　もっとも本論文は、多くの課題を残している。たとえば今回は、大都市

での事例を中心の論じてきた。小都市や、村落などではまた違った様相を

みせるだろう13）。また、あえて批判的に問題点を指摘、整理することに

焦点を絞り、個々の問題に留意しつつまちづくりを進めるための具体的な

検討を射程に収めなかった。こうした課題については、今後の機会に論じ

ていきたいと思う。だが少なくとも本論文では、行政主導のまちづくりに

内在する問題点については明らかにできたのではなかろうか。この3点

は今後の分析の参照点になると思われる。
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※本論文は「未来の住之江わがまち会議」に参加のみなさん、担当の

　大阪市住之江区の職員のみなさん、コンサルタントの都市文化研究所

　のみなさんのご協力の下、作成されました。ありがとうございまし

　た。

　　　　　　　　　　　　　　　　註

1）篠原一は「社会的資本」（Patnam　1992＝2001）を重視する観点から、

　人間の条件である「言語的活動」（Arendt　1958＝1994）による「コミュ

　ニケーション的合意」（Habermas　1990＝1994）を通した討議デモクラ

　　シーが、とりわけ「再帰的近代」（Beck＆Giddens＆Lash　1994＝

　1997）において重要であるという（篠原2004）。だが、いうまでもなく

　社会的資本が無条件でよいものであるかどうかは議論の残るところであ

　　る。社会的資本を提唱しているロバート・パットナムも「いかに相互支

　援、協力、信頼、制度的有効性という積極的な結果を最大にし、党派心sec－

　tarianism、自民族中心主義ethnocentrism、腐敗comユptionという否

　定的な運命を最小にするかを問うことが重要である」（Putnam　2000：

　22）と述べ吟味している。本論文は、その吟味を行政が主導したまちづ

　　くりを題材に検討する論考だともいえる。

2）たとえば中野敏男はボランティアが「コストも安上がりで実行性の高い

　　まことに巧妙なひとつの動員のかたち」（中野1999：76）でありうる危

　険性について指摘している。また渋谷望は「国家福祉の役割の後退が所

　与とされ、個人の（地域）『コミュニティ』へのボランティア的　　『無

　償』の一『参加』が『自己実現』の一貫として称揚されている」点を批

　判している（渋谷1999：99）。この観点の検討については、藤谷（2000；

　2003）も参照。

3）事例のまちづくりが行政主導かどうかは議論の分かれるところかもしれ

　　ない。たとえば田中豊：治は住民参加の形態を行政主導型による間接参加

　　と直接参加、住民主導型による直接参加に分類している（田中2002：

　140）。ここでは住民発案ではなく行政が呼びかけた点で、事例のまちづ

　　くりを私は行政主導ととらえたい。

4）逆に、そのネットワークを使う際には、住之江区単独で進めるよりも、

　住民参加の決定事項である方が、他の諸機関はその対応に積極的になる

　　だろう。行政は民主主義的な決定を前面に押し出して、交渉ができるか

　　らである。同様に議員への提言も、行政直接よりも住民の決定を通して

　の方が行いやすいと推察できる。

5）こうした点に関連し今野裕昭は、事例を用いながら、まちづくりが成功

93



行政主導のまちづくりの功罪

　　する要素として「行政からの縦割りの活動ではなく、住民の生活連関」

　　「町会以外のところで住民が何かやりだした時これを阻害するのではなく

　　自由にやらせるという、町会の許容度」「町会をこえる人とのつながり」

　　（今野1995：51）などを挙げている。

6）その特徴は、たとえば第三セクターなどの方法と比較してみることがで

　　きるだろう。いうまでもなく第三セクターも、細かな予算審議を不必要

　　にするための装置のひとつである。行政は第三セクターに多額の出資を

　　する。それに対し「わがまち会議」の場合、行政による予算の執行は限

　　られたものになるだろう。

7）もっともベンチの設置、公園の運営の仕方、歴史施設の利用などについ

　　ては、予算措置を含めて事後の議決が必要だろう。

8）世田谷区の市民参加のまちづくりでは、住民、企業からの寄付による基

　　金を運用し、運用益と基金をもとに公益目的に助成する方法が用いられ

　　ている（（財）世田谷区都市整備公社まちづくりセンター2004：33）。い

　　ずれの場合も、区役所自体には大きな予算措置が不必要な方法である。

　　こうした方法は、代表性の問題を緩和するとともに、現在の自治体の一

　　般的課題である財政難とも親和的であることは明らかであろう。それら

　　の手法の比較も今後の課題として残されている。

9）松下圭一は「大衆政治と市民政治とは裏腹の関係で、常に緊張し合って

　　いる」といい、今後もその緊張は続くと述べている（松下2004：66）。

　　この観点に基づいて、行政の呼びかけは「大衆政治」に対する「市民政

　　治」への誘いと受け取ることも不可能ではない。だが、それが行き過ぎ

　　れば昨今、話題となった政府のタウンミーティングへの動員の問題点な

　　どと重なってくる。こうした場合、いうまでもなく、たとえば下北沢の

　　まちづくりを巡る議論のように行政との対抗という側面は生まれにくい

　　であろう。

10）パットナムの分析するように、福祉国家もまた社会的資本をサポートす

　　るのであれば（Putnam　2002：414）、行政の社会資本の拡大の提唱は、

　　必ずしも福祉サービスを縮減するという意味での新自由主義と共振させ

　　る必要はない。

11）2007年1月現在、「わがまち会議」で決定された提案をいかに実行する

　　かは、「住之江区まちづくりフォーラム」において引き続き検討されてい

　　る。

12）第1の問題点に関連していえば、もし行政が主導してやらなければ誰も

　　やらないのではないかということにも、目を向ける必要があろう。総花

　　的な計画になることは、他で行われているミニマムな内容を、それぞれ

　　の住んでいるまちでも行うことを意味する。ミニマムな内容が実現して

94



藤　谷　忠　昭

　　いないところに、ミニマムを実現することに意義がないわけではない。

13）この点については地方分権化と市町村合併の文脈で、とりわけ住民自治

　　協議会によるまちづくりの是非が問題とされるべきであろう。
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